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＜用語の定義＞ 

「保育園」：本書では、特に定めがない場合には、「認可保育所」を指しています。 

「後期計画」：酒田市子育て支援行動計画（後期計画）を指しています。 

「計画」「事業計画」：酒田市子ども・子育て支援事業計画を指しています。 


